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１図書館の充実について        （４０分） 

 図書館とは、「図書館法」によると「図書、記録その他必要な資

料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、

調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」と

されております。 

 現在の図書館サービスは、単なる本や雑誌の無料貸し出しや、一

部の学生が勉強のために利用する場所から変化、発展してきていま

す。 

 大きな変化としては、インターネットによる情報提供や、ＣＤや

ＤＶＤなど、活字以外のさまざまな資料の貸し出し、レファレンス

サービスによる課題解決支援も含めた、市民の生涯学習を支援する

情報センターとしての役割も求められております。そのような多く

のニーズに対応した図書館サービスを展開し、充実させることによ

って、図書館はより一層市民の身近な施設となっているものであり

ます。 

 本市においては、鶴ヶ島市立図書館(中央図書館及び６分室)の管

理運営に、平成２８年４月より指定管理者制度を導入し、民間の能

力の活用と経費の節減を図りながら、多様化する住民ニーズに、よ

り効果的、効率的に対応するとともに、地域の情報拠点として、一

層の市民サービスの向上を図ることとしております。 

 このような観点から以下の質問をいたします。 

 

（１） 中央図書館の来館者数の比較について（Ｈ２８年度、２７

年度） 

 

（２） 若葉駅前カウンターの業務内容について 

 

（３） 図書館まつり等の開催について 

      

（４） 図書館協議会について 

 

（５） 施設・設備の老朽化について 

 

（６） ネットワーク化の現状について 

 

教育委員会教育長 

 

 



小川  茂    

質問の件名及び質問の要旨 (質問時間 ) 答弁を求める者  

（７） 川越都市圏まちづくり協議会構成市町の図書館の相互利 

状況について（レインボープラン） 

 

（８） 指定管理者制度導入による市民（利用者）からの反応（声）     

について 

      

（９） 指定管理者のモニタリングについて 

   

（10） 指定管理者制度導入による変化について 

      

 (11) 今後の図書館の特徴と課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


